
2026 年 1月吉日 

お客さま各位 

 

投資信託関連の約款改正のお知らせ 

 

呉信用金庫 

 

平素は私ども呉信用金庫に格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。 

さて、下記の通り約款を改正いたします。改正後の約款をご要望の際はお気軽にお取引店まで

お申し付けください。 

今後とも、呉信用金庫をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１．改正する約款 

  ・非課税口座約款 

 

２．改正日 

  2026年 2月 2 日（月） 

 

３．主な改正内容 

  ・NISA口座の再開設および勘定の再設定にかかる即時買付に伴う記載追加 

 

 

以 上 

 

 

 

 

呉信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第25号 



2 

 

「非課税口座約款」新旧対照表 

 

（赤字部分変更） 

新 旧 

１．（略） 

 

２．非課税口座開設届出書等の提出等 

(1)〜(6) （略）  

(7) 申込者が当金庫に対して「非課税口座開設届出書」をご提出され、当

金庫において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座または非課

税口座に設定した勘定が重複していることが判明し、租税特別措置法第

37条の14第 12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場

合または当該勘定が同条第 22 項の規定により特定累積投資勘定および

特定非課税管理勘定に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に

該当しない口座または特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に該

当しない勘定で行っていた取引については、以下の各号の規定により取

り扱わせていただきます。 

① 非課税口座に該当しないこととなった口座または特定累積投資勘定

および特定非課税管理勘定に該当しないこととなった勘定で行ってい

た取引については、その開設または設定のときから一般口座での取引と

して取り扱います。ただし、申込者が当金庫に特定口座を開設されてい

る場合には、その後、速やかに特定口座への移管を行うことといたしま

す。 

② 非課税口座に該当しないこととなった口座または特定累積投資勘定

および特定非課税管理勘定に該当しないこととなった勘定で行ってい

た取引により分配金の支払いがあり、当該分配金が一般口座での取引に

おいては課税の対象であった場合には、当該分配金に対して徴収すべき

であった源泉徴収税および特別徴収税については、投信取引約款に基づ

き指定した指定預金口座より申込者からの申し出を受けることなく引

き落とさせていただきます。その際、普通預金払戻請求書等の提出はい

ただきません。 

③ 非課税口座に該当しないこととなった口座または特定累積投資勘定

および特定非課税管理勘定に該当しないこととなった勘定を利用した

１．（同左） 

 

２．非課税口座開設届出書等の提出等 

(1)〜(6) （同左）  

(7) 申込者が当金庫に対して「非課税口座開設届出書」をご提出され、当

金庫において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座（追加）が

重複口座であることが判明し、租税特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の

規定により非課税口座に該当しないこととなった場合（追加）、当該非課

税口座に該当しない口座（追加）で行っていた取引については、以下の

各号の規定により取り扱わせていただきます。 

 

 

 

① 非課税口座に該当しないこととなった口座（追加）で行っていた取引

については、その開設（追加）のときから一般口座での取引として取り

扱います。ただし、申込者が当金庫に特定口座を開設されている場合に

は、その後、速やかに特定口座への移管を行うことといたします。 

 

 

② 非課税口座に該当しないこととなった口座（追加）で行っていた取引

により分配金の支払いがあり、当該分配金が一般口座での取引において

は課税の対象であった場合には、当該分配金に対して徴収すべきであっ

た源泉徴収税および特別徴収税については、投信取引約款に基づき指定

した指定預金口座より申込者からの申し出を受けることなく引き落と

させていただきます。その際、普通預金払戻請求書等の提出はいただき

ません。 

 

③ 非課税口座に該当しないこととなった口座（追加）を利用した定時定

額購入取引に係る契約の申込みがあった場合には、申込者からの申し出
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新 旧 

定時定額購入取引に係る契約の申込みがあった場合には、申込者からの

申し出を受けることなく中止の依頼があったものとさせていただきま

す。 

(8) 当金庫が申込者から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、

当金庫は、原則として、当該届出書の提出を受けた日に特定累積投資勘

定および特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、所轄税

務署長から当金庫に申込者の非課税口座の開設または特定累積投資勘定

および特定非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日まで

は、当該非課税口座に係る投信インターネットサービスの利用（投資信

託の募集または買付の申込み、定時定額購入取引に係る契約の申込み等）

はできません。 

 

３．〜 ３の２．（略） 

 

３の３．特定累積投資勘定の設定 

(1) （略） 

(2) 上記(1)の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の１月１日

（「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合におけ

る当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日）において設

けられ、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」または「廃止通知

書等記載事項にかかる届出書」が提出された場合は、当該通知書または

届出書の提出があった日（特定累積投資勘定を設定しようとする年の１

月１日前に当該通知書または届出書の提出があった場合には、同日）に

おいて設けられます。 

 

３の４．〜１６．（略） 

 

以 上 

（2026 年 2 月改定） 

 

を受けることなく中止の依頼があったものとさせていただきます。 

 

 

(8) 当金庫が申込者から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、

当金庫は、原則として、当該届出書の提出を受けた日に特定累積投資勘

定および特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、所轄税

務署長から当金庫に申込者の非課税口座の開設（追加）ができる旨等の

提供があった日までは、当該非課税口座に係る投信インターネットサー

ビスの利用（投資信託の募集または買付の申込み、定時定額購入取引に

係る契約の申込み等）はできません。 

 

３．〜 ３の２．（同左） 

 

３の３．特定累積投資勘定の設定 

(1) （同左） 

(2) 上記(1)の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の１月１日

（「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における

当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日）において設け

られ、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」または「廃止通知書

等記載事項にかかる届出書」が提出された場合は、所轄税務署長から当

金庫に申込者の非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘

定の設定ができる旨等の提供があった日（特定累積投資勘定を設定しよ

うとする年の１月１日前に提供があった場合には、同日）において設け

られます。 

 

３の４．〜１６．（同左） 

 

以 上 

（2025 年 12 月改定） 

 

 

以 上 


